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　この 10ヶ条は、石垣市PTA連合会・石垣市小中学校長会・石垣市教育委員会の
3者が連携し、関係者を交えた話し合いを通して作りました。

携帯・スマホ等ルールは、あなたを守るためにあります !

スマホなどは大変便利な一方、使い方を間違うと危険で、依存のリスクもあります。
でも、ルールに縛られるのはイヤ、と思っているあなたへ。

有害サイト
は検索しま
せん。

購入時（契
約）にフィ
ルタリング
機能を利用
します。

■子どもの努力義務■子どもの努力義務■子どもの努力義務

■保護者の責務■保護者の責務■保護者の責務
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有料サイト利
用時は保護者
の許可を取り
ます。

１

※使用する子どもに対し、契約者
としての監督責任者は保護者であ
ることを明確に示すため

携帯電話やス
マートフォン
等の使用時間
は午後 9時ま
でとします。

人の悪口や嫌が
ることは絶対に
書きません。送
りません。

人の写真や個人に関
することは相手
（他人）に勝手
に送りません。
教えません。

午後 9時以降
は保護者が預
かります。

家族で携帯電話
やスマートフォ
ン等の使用方法
について話し合
います。

携帯電話の暗証番号・
ID・パスワード
は管理します。

学習、食事
中などは使
用しません。


